
免
除
期
間
は

保
険
料
の
追
納
が
で
き
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た

期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
額
を
計
算
す

る
と
き
に
、
保
険
料
を
納
め
て
い
た
期

間
と
比
べ
て
年
金
額
が
３
分
の
１
に
な

っ
て
し
ま
い
、
将
来
の
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
生
活
に
ゆ
と
り
が
で
き
た

と
き
に
は
、
将
来
の
年
金
額
を
よ
り
多

く
す
る
た
め
に
、
免
除
さ
れ
て
い
た
期

間
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
期
間
の
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が

で
き
る
の
は
、
過
去
10
年
以
内
で
す
。

追
納
額
は
、
当
時
の
額
に
一
定
率
で
加

算
さ
れ
た
額
に
な
り
ま
す
。

有
利
な
年
金
を
受
け
、
老
後
生
活
に

ゆ
と
り
が
持
て
る
よ
う
、
ぜ
ひ
追
納
し

ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
は
口
座
振
替
で

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
毎
月
確
実

に
納
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

納
め
忘
れ
し
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的
に

保
険
料
が
引
き
落
と
さ
れ
る
「
口
座
振

替
制
度
」
を
利
用
す
る
と
大
変
便
利
で

確
実
で
す
。

さ
ら
に
、
郵
便
局
で
も
口
座
振
替
業

務
を
開
始
し
て
い
ま
す
の
で
、
よ
り
便

利
に
な
り
ま
し
た
。

希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
直
接
金
融

機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。納

付
が
困
難
な
方
は
未
納
に
し
な
い

で
、申
請
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

学
生
に
は
納
付
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

○問
市
民
課
国
民
年
金
係

@
２
２
―
１
３
１
２

農
地
法
第
84
条
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
12
年
８
月
１
日
現
在
の
小
作
地
の
所

有
状
況
に
つ
い
て
、
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
に
は

応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
願
い

ま
す
。

●
実
施
期
間

９
月
１
日
ª
か
ら
29
日

ª
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

●
場
所

農
業
委
員
会
事
務
局

（
白
石
市
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
内
）

○問
@
２
２
―
１
２
５
６

●
実
施
期
間

９
月
21
日
∫
か
ら
30
日

º
ま
で
の
10
日
間

●
運
動
の
重
点
目
標

・
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
と
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
の
着
用
の
徹
底

・
飲
酒
、
暴
走
な
ど
無
謀
運
転
の
追
放

安
全
運
転
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
本

運
動
期
間
中
も
事
故
の
無
い
よ
う
市
民

の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○問
生
活
環
境
課
　
@
２
２
―
１
３
１
４

住
宅
金
融
公
庫
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
ご

返
済
中
で
、
最
近
の
不
況
に
伴
う
失
業

や
収
入
の
減
少
な
ど
で
返
済
に
お
困
り

の
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
返
済

方
法
の
変
更
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

A
返
済
期
間
の
延
長
（
最
長
10
年
）
B

元
金
据
え
置
き
期
間
の
設
定
（
最
長
３

年
）
C
元
金
据
え
置
き
期
間
中
の
金
利

引
き
下
げ

※
取
扱
期
間
は
来
年
３
月
末
ま
で
。

○問
住
宅
金
融
公
庫
東
北
支
店

@
０
２
２
―
２
２
７
―
５
０
０
３

8

く

ら

し

百

科

�

Œ
は
お
問
い
合
せ
先
で
す�

国
民
年
金
か
ら

小
作
地
所
有
の

縦
覧
に
つ
い
て

任
期
満
了
に
伴
う
白
石
市
長
選
挙

は
、
10
月
22
日
に
告
示
さ
れ
、
10
月

29
日
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
現
在
市
議
会
議
員
に
欠
員

が
生
じ
て
い
る
た
め
に
、
白
石
市
議

会
議
員
補
欠
選
挙
も
行
わ
れ
ま
す
。

棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
み
ん
な
で

大
切
な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

白
石
市
長
選
挙
お
よ
び
白
石
市
議

会
議
員
補
欠
選
挙
の
立
候
補
予
定
者

説
明
会
は
、
９
月
29
日
ª

午
後
１
時

30
分
か
ら
市
役
所
４
階
第
４
会
議
室

で
行
い
ま
す
。

○問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
白
石
市
役
所
１
階
）

@
２
２
―
１
３
１
５

9

乳
幼
児
（
社
会
保
険
分
）、
心
身
障
害
者
、
母
子
・
父
子
家
庭

医
療
費
助
成
制
度
の
登
録（
更
新
）手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

乳
幼
児
（
社
会
保
険
分
）、
心
身
障
害

者
、
母
子
・
父
子
家
庭
の
次
の
方
々
に

対
し
、
病
院
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
の
制
限
が
あ

り
ま
す
が
、
詳
し
く
は
福
祉
事
務
所
社

会
福
祉
係
（
@
２
２
―
１
４
０
０
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

（
社
会
保
険
分
）

入
院
お
よ
び
通
院
に
つ
い
て
満
３
歳

に
達
す
る
月
の
末
日
ま
で
。

入
院
に
つ
い
て
は
、
平
成
12
年
８
月

よ
り
満
６
歳
に
達
す
る
月
の
末
日
ま
で

に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

A
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
級
」「
２
級
」

お
よ
び
「
内
部
障
害
の
３
級
」
を
お

持
ち
の
方

B
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

C
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
障
害
程
度
が

「
１
級
」
に
該
当
す
る
方

D
職
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
療
育
手
帳

「
Ｂ
」
に
該
当
す
る
方

◆
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

母
子
ま
た
は
父
子
家
庭
の
母
ま
た
は

父
と
、
現
に
扶
養
し
て
い
る
子
供
が
18

歳
の
年
度
末
ま
で
。

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
現
在
使
用

し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期

限
は
９
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
昨
年
か

ら
国
保
加
入
者
の
利
便
を
考
慮
し
、
各

世
帯
主
あ
て
９
月
末
に
郵
送
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

今
お
使
い
の
保
険
証
は
、
新
し
い
保

険
証
が
届
い
た
ら
保
険
課
、
各
地
区
公

民
館
へ
お
い
で
の
際
に
お
返
し
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
３
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い

る
世
帯
で
、
次
の
表
に
該
当
さ
れ
る
方

に
は
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
を
同
封

い
た
し
ま
す
が
、
該
当
さ
れ
る
方
で
送

付
さ
れ
な
い
場
合
や
詳
し
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
保
険
課
（
@
２
２
―
１
３
６

１
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

昭
和
３
年
３
月
１
日
以
前
の
生
ま
れ

の
方
お
よ
び
障
害
認
定
な
ど
に
よ
り
、

平
成
10
年
３
月
１
日
以
前
に
交
付
を
受

け
ら
れ
た
方
の
老
人
医
療
受
給
者
証
に

つ
い
て
は
、
平
成
12
年
９
月
30
日
ま
で

の
有
効
期
限
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
今

回
、
更
新
が
必
要
で
す
。

該
当
さ
れ
る
方
に
は
、
９
月
末
に
新

し
い
受
給
者
証
を
郵
送
い
た
し
ま
す
が
、

老
人
保
健
法
の
改
正
に
よ
り
、
有
効
期

限
の
定
め
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

以
後
の
更
新
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
今
お
使
い
の
受
給
者
証
は
、

新
し
い
受
給
者
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、

保
険
課
、
各
地
区
公
民
館
へ
お
い
で
の

際
に
お
返
し
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

○問
保
険
課
老
人
保
健
係

@
２
２
―
１
３
６
１

平
成
12
年
４
月
よ
り
国
民
健
康
保
険

法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
国
保
税
の
滞

納
世
帯
に
対
す
る
取
り
扱
い
が
変
更
に

な
り
ま
し
た
。
１
年
以
上
滞
納
し
た
場

合
は
保
険
証
を
返
し
て
い
た
だ
き
「
資

格
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
医
療
機
関
で
い

っ
た
ん
医
療
費
の
全
額
を
支
払
い
、
後

日
申
請
に
よ
り
７
割(

ま
た
は
８
割)
の
払

い
戻
し
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、

国
保
の
保
険
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部

が
差
し
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

白
石
市
で
は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
に

な
ら
な
い
よ
う
、
滞
納
世
帯
に
対
し
有

効
期
限
を
短
く
し
た
「
短
期
被
保
険
者

証
」
を
交
付
し
、
納
付
相
談
回
数
を
増

や
す
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

○問
税
務
課
@
２
２
―
１
３
１
３

保
険
課
@
２
２
―
１
３
６
１

な
お
、
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
々

に
つ
い
て
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

今
年
は
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
の
で
、

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
９
月
中
旬
、
対
象
と
な
る
家
庭
に
通
知

い
た
し
ま
す
。）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

A
印
鑑

B
現
在
使
用
し
て
い
る
受
給
者
証

C
健
康
保
険
証

D
銀
行
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

E
医
療
費
受
給
資
格
更
新
申
請
書

（
９
月
中
旬
、
対
象
と
な
る
家
庭
に
送
付

い
た
し
ま
す
。）

秋
の
交
通
安
全

市
民
総
ぐ
る
み
運
動

住
宅
金
融
公
庫
か
ら

労
働
省
で
は
９
月
を
「
障
害
者
雇
用

促
進
月
間
」と
定
め
、障
害
者
の
雇
用
の

促
進
と
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
の
啓

発
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

障
害
者
の
方
が
就
職
の
機
会
を
得
ら

れ
、
働
く
喜
び
と
生
き
が
い
の
あ
る
生

活
が
送
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
地

域
の
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
支
援
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石

（
白
石
公
共
職
業
安
定
所
）

@
２
５
―
３
１
０
７

９
月
は「
障
害
者
雇
用

促
進
月
間
」で
す

10
月
29
日
∂

は
白
石
市
長
選
挙
、

白
石
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
投
票
日
で
す

選
挙
は
明
る
く
、
正
し
い
選
挙
に
！

■
立
候
補
予
定
者
説
明
会

国
民
健
康
保
険
か
ら

被
保
険
者
証
更
新
に
つ
い
て

老
人
保
健
か
ら

老
人
医
療
受
給
者
証
の
更
新

国
民
健
康
保
険
税

納
め
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

Ｑ．

私
は
来
月
65
歳
に
な

り
ま
す
。
65
歳
以
上
の
介

護
保
険
料
は
別
の
通
知
書

に
な
り
、
国
民
健
康
保
険

税
に
合
算
さ
れ
な
く
な
る
と
聞
き
ま
し

た
。
先
月
、
国
民
健
康
保
険
税
（
本
算

定
）通
知
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
ま
ま
納
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ．

年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
る
方
に

つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
分

を
月
割
に
し
て
計
算
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
通
知
書
は
そ
の
計
算
の
上
で

の
税
額
で
す
の
で
、
今
年
度
は
そ
の
ま

ま
お
納
め
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
65
歳
に

な
っ
た
月
以
降
で
月
割
に
し
た
介
護
保

険
料
の
通
知
書
は
別
に
お
送
り
い
た
し

ま
す
。

◎
郵
便
局
も
利
用
可
能
に
な
り
、
ま
す

ま
す
便
利
に
な
っ
た
口
座
振
替
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○問
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

@
２
２
―
１
３
１
３

Q&A
国保税�

扶養親族等の数�

０人�

１　�

２　�

３　�

3，401千円�

3，781　　�

4，161　　�

4，541　　�

所  得  額�

▼乳幼児医療費所得制限基準額表

１．扶養親族１人につき38万円を加算
２．老人扶養親族１人につき48万円を加算
３．特定扶養親族１人につき53万円を加算

月　　日�
９月20日（水）�

９月22日（金）�

９月27日（水）�
９月28日（木）�

実施場所�

〃�
市役所第２会議室�
福岡公民館�
深谷公民館�
大平公民館�
小原公民館�
大鷹沢公民館�
白川公民館�
斎川公民館�
越河公民館�

時　　間�

〃�
９:00～16:00
15:00～16:00
13:00～14:00
11:00～12:00
９:00～10:00
15:00～16:00
13:00～14:00
11:00～12:00
９:00～10:00

ê
更
新
手
続
き
日
程
表


